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保健事業の一層の推進について

令和６年９月12日

全国健康保険協会

資料④
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 協会ではこれまで、35歳以上の被保険者を対象とした生活習慣病予防健診、40歳以上の被扶養者を
対象とした特定健診、特定保健指導を中心とした保健事業に注力してきたが、医療費の適正化及び加
入者の健康の保持増進をより一層推進するうえでは、更なる健診・保健指導の実施率向上と重症化予
防対策の充実を図るとともに、就労等により生活習慣が変化する20代から健康意識の醸成を図り、加入
者の自主的な健康増進及び疾病予防の取組を推進することが必要である。

 また、国で整備が進められている医療DXのインフラも活用しつつ、より多くの加入者の健診結果等を若年
から経年的に保有し、これらのビックデータを活用することで、保健事業の一層の推進を図る必要がある。

 これらのことを踏まえ、現役世代への取組をより一層推進する観点から、被保険者及び被扶養者を対象
に実施する健診体系の見直し及び重症化予防対策の充実を行う。

保健事業の一層の推進について

 一定の項目を網羅した人間ドックに対する補助を実施

若年層を対象とした健診の実施

 20歳、25歳、30歳に実施

 「骨粗鬆症検診」を実施
 検査項目や健診単価の検証・見直しの実施

被扶養者に対する健診の拡充

 「胸部X線検査」において要精密検査・要治療と判断されな
がら、医療機関への受診が確認できない者に対して受診勧
奨を実施

被扶養者

重症化予防

人間ドックに対する補助の実施

 被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予
防健診と同等の内容に拡充

具体的な見直し（案）

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等
生活習慣病予防健診の項目等の見直し

被保険者
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実施内容について

人間ドックに対する補助の実施

 年齢や性別による健康課題に対する健診の選択肢の拡大と、より一層の健康意識の醸成及び実施率の向上を図るため、35歳以上の
被保険者を対象に一定の項目を網羅した人間ドックに対する定額補助（25,000円）を実施。

 円滑な制度開始及び健診実施機関の質の確保の観点から、人間ドック補助実施機関は日本人間ドック・予防医療学会等が実施する
第三者認証（健診施設機能評価等）を取得していることを条件にするほか、特定保健指導の実施体制を有すること等を条件とする。

若年層を対象とした健診の実施

 就業等により生活習慣が大きく変化する若年層に対して、早期に生活習慣病対策を行うことや健康意識の向上等を目的に生活習慣
病予防健診に新たに20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とする。

 検査項目については、国の指針等を踏まえ、生活習慣病予防健診の項目から、胃・大腸がん検診の検査項目を除いたものとする。

生活習慣病予防健診の項目等の見直し

 健康日本21（第三次）の内容等も踏まえ、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施する。

 生活習慣病予防健診の検査項目や健診単価については、協会発足以来、見直しを行っていないことから、国の指針やマニュアル、人件
費の高騰や診療報酬改定等を踏まえ、健診の内容及び費用について別途検証・見直しを行う。

被扶養者に対する健診の拡充

 被扶養者に対する健診について、被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充する。なお、現
行の特定健診の枠組みは維持する。

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

 「胸部X線検査」において要精密検査・要治療と判断されながら、医療機関への受診が確認できない者に対して受診勧奨を実施。なお、
この取組については、令和６年度に保険者努力重点支援プロジェクトの中で、３支部（北海道・徳島・佐賀）において外部有識者の
助言も得ながら実施中。

 事業所に対するメンタルヘルスに関するセミナー及び出前講座の実施に係る体制を整備。
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施策実施に伴う増加額（見込） 令和7年度0.1億円程度、 令和8年度280億円程度、 令和９年度160億円程度



制度変更後の健診体系図（令和9年度以降：被保険者・被扶養者共通）

35～39歳 40～74歳～19歳 20～34歳
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 令和８年度から、35歳以上の被保険者を対象に人間ドックに対する費用補助を実施するほか、生活習慣病予防健
診の一般健診について、新たに20歳、25歳、30歳を対象とする（胃・大腸がん検診の検査項目を除く）。

 従来40歳から５歳刻みで一般健診に追加可能としていた付加健診について、一般健診及び付加健診の項目を統合
し、新たに「節目健診」を新設する。また、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施する。

 令和９年度から、被扶養者を対象とした健診について被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防健
診と同等の内容に拡充する。なお、制度変更後の健診体系では被保険者と被扶養者の健診内容等は同一となるが、
現行の被扶養者に対する特定健診については引き続き実施する。

一般健診（若年）

子宮頸がん検診

乳がん検診

節目健診

人 間 ド ッ ク

骨粗鬆症検診

肝炎ウイルス検査

健診の種類
受診対象者の年齢

特 定 健 診

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
等

一般健診

35歳以上（毎年受診可）

40歳、45歳、50歳、55歳、60
歳、65歳、70歳の方

20歳、25歳、30歳の方

35歳以上（毎年受診可）

20歳以上の偶数年齢の女性

40歳以上の偶数年齢の女性

40歳以上の偶数年齢の女性

一般健診を受診する方（過去に受けた方は除く）

40歳以上の被扶養者



生活習慣病予防健診（一般健診）の自己負担の軽減

 健診実施率の向上のため、38％（7,169円）の一般健診の自己負担について、総合健保組合の水準を参考に28％（5,282円）
に軽減。

※ 自己負担30％の生活習慣病予防健診の乳がん検診・子宮頸がん検診のほか、肝炎ウイルス検査についても、自己負担を28％に軽減。

付加健診の自己負担の軽減

被扶養者の集団健診時におけるオプション健診の拡充

 被扶養者の特定健診実施率の向上のために行っている集団健診（協会主催）時のオプション健診について、健康日本21（第三
次）の目標等を踏まえ、内容の見直し及び項目の拡充を図った。
※ 「骨粗鬆症検診」、「歯科検診」、「眼底検査」を支部の実情に応じて選択可能。

LDLコレステロール値に着目した受診勧奨の実施

 現役世代の循環器疾患の重症化予防対策として、LDLコレステロール値に着目した受診勧奨を実施。

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

参考

付加健診の対象年齢拡大

 疾病の早期発見等の目的、健保組合の実施状況、定年延長の状況等を踏まえ、対象年齢を「40歳、50歳」から「40歳、45歳、50
歳、55歳、60歳、65歳、70歳」とした。

重症化予防対策の充実

 高血圧等に係る未治療者に対する受診勧奨について、被扶養者及び協会が事業者健診結果データを取得した者に拡大。

支部における地域・職域の特性を踏まえた保健事業の実施

更なる保健事業の充実について（これまでの取組）

 医療費・健診データの分析に基づく地域や業態、年代別などの健康課題（喫煙や運動、メンタルヘルス対策とも関連する睡眠など）に
着目した実効性のあるポピュレーションアプローチ等の実施。

 疾病の早期発見等の目的、健保組合の実施状況、定年延長の状況等を踏まえ、50％（4,802円）の付加健診の自己負担につい
て、28％（2,689円）に軽減。
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マイナ保険証への円滑な移行

に向けた対応について

令和６年９月12日

全国健康保険協会

資料⑤
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協会においては、マイナ保険証利用促進のため、以下の取組を実施しているところ

9

マイナ保険証利用促進のための協会の取組

№ 項目 協会での対応

①
限度額適用認定証等を
契機とした利用勧奨

・マイナ保険証を利用することにより、高額療養費制度における限度額適用認定証の
申請・提示が不要となることについては、マイナ保険証の具体的なメリットの一つと
なるため、限度額適用認定証の申請や交付する際にマイナ保険証の利用勧奨を促進す
る。
（広報の例）
・限度額適用認定証を案内するホームページや電話対応等の中で利用を勧奨する。
・記入の手引きや申請書一体型リーフレットの中でマイナ保険証の利用を勧奨する。

②
あらゆる機会を通じた

利用勧奨

（広報の例）
・マイナ保険証関連チラシの支部窓口への設置、ポスターの掲示
・マイナ保険証利用推進メッセージを掲載した一般業務用封筒・健康保険業務用手封
入用封筒（汎用）の使用
・郵送物へのマイナ保険証関連チラシの同封
・名刺への PR イラストの掲載

③

「顔の見える地域ネットワー
ク」を活用した関係団体への

協力依頼

（主な取り組み）
・本部から日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、
日本経済団体連合会、全国社会保険労務士連合会へ訪問、周知等への協力依頼
・支部から各都道府県商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会、社会
保険労務士会連合会への訪問、周知等への協力依頼



10月以降もマイナ保険証利用促進に向け本部・支部において更なる取り組みを行う。
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マイナ保険証利用促進のための協会の取組

（広報物イメージ）

広報媒体 実施内容 スケジュール

WEB広告
LP（ランディングページ）を作成し、WEB
バナー広告等からLPに誘導。

R6.10～11

チラシ
マイナ保険証の使用促進に係るチラ
シを作成し、扶養調書、医療費通知に
同封する。

扶養調書R6.10

医療費のお知ら
せ R7.1

パンフレット
マイナ保険証に係る制度解説用のパ
ンフレットを作成し、HP等で公開する。

R6.10

（本部実施）

（支部実施）

広報媒体 主な実施内容 スケジュール

新聞広告 地方第一紙へ広告を掲載する。 R6.10

チラシ・
パンフレット

支部窓口（サテライト含む）への設
置や関係団体・健康保険委員・事
業所等へ配布

R6.10～11



令和６年９月及び令和７年１月に全加入者に対して資格情報のお知らせを送付する。概要については
以下のとおり。

送 付 対 象 者 加入者全員

送 付 時 期

１回目 令和６年9月９日（月）～令和６年９月30日（月）

２回目 令和７年１月22日（水）～令和７年2月3日（月）
＊１回目の対象者データ抽出日から令和６年11月29日（金）までに新規資格取得した対象者
（データ抽出時点の現存者。事業所の管轄外所在地変更により事業所記号が変わった場合も含む。）

対 象 者
データ抽出時期

１回目：令和６年６月中旬

２回目：令和６年12月中旬

送 付 方 法

一般加入者：個人別に封入 ➢ 事業主経由での送付

任意継続加入者：個人別に送付（被保険者の住所）

＊いずれも特定記録郵便。事業所に送付する場合は重量4kgまでの箱に梱包。

送 付 通 数
（ 予 定 ）

約3,900万通

未 着 等 対 応
〈事業主経由での送付分の未着〉
返送された送付物については、改めて加入者個人住所へ送付

資格情報のお知らせ送付について
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令和６年９月12日

資料⑥

関係審議会等における意見発信の状況
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第181回 社会保障審議会医療保険部会（2024.８.30 開催） （出席：北川理事長）

議題
マイナ保険証の利用促進等について

（報告事項）後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しの影響について、 医療DXの更なる推進について

発言

マイナ保険証の利用促進等について

○ マイナ保険証利用促進については、これまでも発言してきたが、我々保険者としても、HPやチラシ・ポス
ター等の活用を通じてマイナ保険証利用促進を図ってきたところであり、今後も、 9月半ばには「資格情報の
お知らせ」を全加入者約 4,000 万人に対して送付するタイミングで、利用促進のチラシを同封するなど、引き
続きマイナ保険証の利用を呼び掛けていく。

○ ただ、更なる利用促進のためには、保険者の取組のみならず、個々の医療機関・薬局等における患者への
積極的な声掛けや、政府による効果的な広報など、関係者それぞれがしっかりと役割を果たしていくことが重
要であると考えており、より一層の取組をお願いしたい。

医療DXの更なる推進について

○ 医療DXの費用負担のあり方については、6ページ目において、「受益者負担の観点を踏まえた公的支援
を含む運用資金のあり方等について検討」、「全国医療情報プラットフォームの普及後の運用費用について
は、国、保険者のほか、プラットフォームの利用に係る受益者で幅広く費用負担する」と示されている。

○ 今後、各論点について議論していくとのことだが、費用負担のあり方の議論の際には、この「受益者で幅
広く負担する」という考え方に基づき、関係者の役割や受益等を整理して、検討を進めていく必要があると考
えている。我々も保険者として意見を述べさせていただきたいと考えており、医療保険部会でもしっかりと議
論をお願いしたい。
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（２）診療報酬関係

第591回 中医協 総会（R６.７.３ 開催） （鳥潟理事）

議題 医療DXの推進にかかる診療報酬上の対応について

発言

〇医療DX推進体制整備加算に関するヒアリングや２号側委員の意見も鑑み、非常に努力されている医療機
関があると感じた。また、その中でも積極的な声かけが特に重要であると改めて理解した。

〇私たち保険者としてもマイナンバーに関しては、記号番号とマイナンバーの連携から始まり、マイナ保険証
を作ってもらい使ってもらうということで、様々な施策・活用を加入者のみなさまに呼びかけており、そこにリ
ソースも多大にかけている現状である。

〇みなさまからご意見いただいたように、ここに集まっている全員もしくは所属組織全体で一層の取り組みをし
て医療DXを完成形に近づけていくことが非常に重要な観点だと考える。そのように考えた際、できない理由
は様々あると思うが、何ができるのかということにお互い着目する必要があると考える。

〇いずれにせよ、マイナ保険証の利用率が一定の施設基準になる以上、何かしらの数字を置かなければなら
ない。可能な限り直近の利用率、平均ではなく分布を鑑みたうえで、できるだけ幅広い医療機関の方々がや
る気になるような数値を設定することが大事だと考える。前に進めるために何が必要かということを実際にこ
の場で議論していきたい。そのためには「この数字を使って私たちは議論した」という確実な数字が目に見え
ていくといいと思う。期限のあることなので難しい部分もあると思うが、厚労省のみなさまにもご勘案いただき
たいと思う。

〇医療情報取得加算について、12月に健康保険証の発行が終了した段階で一定の役割を終えると考えるた
め、早期に見直しの検討を行いたい。
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2024年７月３日 第591回中央社会保険医療協議会 総会 総４
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2024年７月３日 第591回中央社会保険医療協議会 総会 総４
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2024年７月３日 第591回中央社会保険医療協議会 総会 総４
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2024年７月３日 第591回中央社会保険医療協議会 総会 総４
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2024年７月３日 第591回中央社会保険医療協議会 総会 総４
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2024年７月17日 第592回中央社会保険医療協議会 総会 総10



（３）薬価改定関係

第225回 中医協 薬価専門部会（R６.７.17 開催） （鳥潟理事）

議題 令和７年度薬価改定について

発言

〇令和７年度薬価改定については、医薬品業界の構造的課題等の根本的課題について丁寧な議論を積み重
ねていく必要があると認識している。
〇特に医薬品の安定供給の問題は、医薬品業界の構造的な課題に端を発するものであり、診療報酬上の評
価による対応では問題の根本的な解決には繋がらない。
〇今後、関係業界等からの意見聴取等を踏まえ、実態をしっかりと把握しながら、議論を積み重ねていきたい
と思っている。
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（３）薬価改定関係

第226回 中医協 薬価専門部会（R６.８.７ 開催） （鳥潟理事）

議題 関係業界からの意見聴取について

発言

〇令和６年度薬価改定は、ドラッグラグ・ロス解消に向けてイノベーションへの評価が推進されたと認識してお
り、そこに対しては良かったという受け止めをしている。しかし、まだ具体的な効果が見えない状況であるため、
どのような行動変容につながっていくかという点に関しては大いに期待したい。

〇一方、医薬品の安定供給問題について、医薬品業界の構造的な課題に端を発するものと考えている。特に
ジェネリック医薬品については、選定療養も始まる中、保険者としても安定供給をお願いしたいと強く思って
いる。

〇JGAの内容について、安定供給責任者会議の立ち上げを行うと説明いただき、非常に期待している。供給
できなかった製薬会社の振り分けを他社で補うとされているが、振り分けて実際に製薬を始めるには何が必
要なのか。独占禁止法との関係整理や、製薬会社同士における契約上での課題もあると思うが、そのあたり
も細かく議論して実効性のあるものにしていただきたい。

〇また、人材育成・定着のための取組の共有と研修ですが、具体的なところの提示がないため、実際にはど
のように進めるのかというところに関しては非常に興味がある。ぜひ、具体策の提示をお願いしたい。

〇業界再編について、厚労省からもすでに後発医薬品の産業構造改革の要請を受けており、あるべき姿や対
策の方向性も示されているものと認識している。そうした中、研究会を立ち上げて調査・研究を行うということ
だが、具体的にどういったことを調査・研究することになるのか、すでに挙がっているものがあればお示しいた
だきたい。

〇いずれにせよ、ジェネリック協会のみなさまには非常に期待をしているため、ぜひこの施策が行動につなが
るよう、お願いする。
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2024年７月17日 第225回中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 薬１
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2024年７月17日 第225回中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 薬１
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2024年７月17日 第225回中央社会保険医療協議会 薬価専門部会 薬１



（４）介護保険関係

第113回 介護保険部会（R６.７.８ 開催） （出席：鳥潟理事）

議題
〇 介護情報基盤について
〇 その他

発言

〇 資料１について、DX化の推進については、介護分野に比べ、医療分野での取組が先行して進められてい
る状況である。
〇 地域包括ケアシステムの理念の更なる深化のためには、介護分野でもオンライン資格確認等のシステム
を活用し、ケアプランの内容や要介護度等の情報・データの活用や、医療分野で共有が進んでいる個人の
健康や医療にかかわる情報の連携を進めていくべきである。
〇 全国医療情報プラットフォームが国民にとって使いやすい実効性のある仕組み・制度となるよう、マイナン
バーの利活用を基軸に、積極的にインフラ整備を進めていただきたい。
〇 特に、介護保険被保険者証の電子化については、医療分野における マイナンバーカードと健康保険証
の一体化の動きも踏まえ、介護分野のデジタル化の一環として、早急に実施していただきたい。
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2024年７月８日 第113回社会保障審議会介護保険部会 資料１
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2024年７月８日 第113回社会保障審議会介護保険部会 資料１
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2024年７月８日 第113回社会保障審議会介護保険部会 資料１



（４）介護保険関係

第241回 介護給付費分科会（R６.７.31 開催） （出席：鳥潟理事）

議題 〇 令和６年度介護従事者処遇状況等調査の実施について

発言

〇 調査の内容や方法については特段の異論はない。令和６年度介護報酬改定において、介護職員の処遇
改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、複数あった加算のついて
一本化を行い、またその加算率も高いものとなったと認識している。
〇 これにより、実際に、介護現場で働く方々にとって、処遇改善にどうつながったのか、加算の対象事業所が
どう変化したのかといった今般の改定の効果や影響をしっかりとみていく必要がある。介護従事者の処遇実
態が的確に把握できるように、有効回答率の向上、施設・事業所別においての回答率のばらつきが出ないよ
うに、工夫をお願いする。
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2024年７月31日 第241回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１
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2024年７月31日 第241回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１
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（５）適用拡大

2024年７月３日 第180回社会保障審議会医療保険部会 資料１－１
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2024年７月３日 第180回社会保障審議会医療保険部会 資料１－１
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2024年７月３日 第180回社会保障審議会医療保険部会 資料１－１
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2024年７月３日 第180回社会保障審議会医療保険部会 資料１－１
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2024年７月３日 第180回社会保障審議会医療保険部会 資料１－１



保険財政に関する重要指標の動向

資料⑦

令和６年９月12日

全国健康保険協会
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内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料」
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賃上げの動向

調査の名称 主要な結果
（対前年比）

調査事項 調査対象 サンプルサイズ

中小企業の賃金改定
に関する調査

2024/6/5
（日本商工会議所）

正社員
全体 3.62%
20人以下 3.34%

パート・アルバイト等
全体 3.43%
20人以下 3.88%

定期昇給お
よびベースアッ
プ等

2023年4月と2024年
４月の両期間に在籍、か
つ雇用形態や労働時間
の変更がない従業員

1,979社
うち
20人以下：996社

2024春季生活闘争
第７回（最終）回答
集計

2024/7/3
（連合）

300人以上 5.19%
299人以下 4.45%
99人以下 3.98%

（2023）300人以上 3.64%
299人以下 3.23%
99人以下 2.94%

（2022）300人以上 2.09%
299人以下 1.96%
99人以下 1.89%

定昇相当込
み賃上げ計

組合員
平均賃金方式

5,284組合 293万人
うち
99人以下：
2,333組合 10万人

1.21%

0.73%

0.20%

規模間
の差が
拡大

賃上げの主要な結果は定期昇給及びベースアップによる賃上げ額を調査したものであり残業代は
含まれないこと、一方、被用者全体の報酬変化は非正規割合や退職・採用による影響を受けるこ
とに留意。
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機密性 2 

関 連 す る 主 な 経 済 指 標 
 

●毎月勤労統計調査（厚労省） 2024年８月 23日発表   

 2024年６月分（確報） 

 ○きまって支給する給与（基本給、時間外給与等） 

  常用雇用労働者数 5～29人の事業所、一般労働者（2020（令和 2）年の平均＝100） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020（令和 2） 100.1 100.4 101.0 100.8 98.1 99.1 99.2 98.9 99.8 100.8 100.8 101.0 

2021（令和 3） 99.2 99.9 100.5 101.4 99.5 100.4 100.8 99.7 100.3 101.1 101.1 101.3 

2022（令和 4） 100.0 100.5 101.4 101.9 100.7 101.6 101.6 101.3 101.7 102.4 102.8 102.4 

2023（令和 5） 101.1 101.7 102.7 103.8 102.6 103.2 103.3 102.4 103.2 104.0 104.0 103.8 

2024（令和 6） 
103.2 103.7 104.5 105.7 104.5 105.5       

(+2.0) (+1.9) (+1.6) (+1.7) (+1.8) (+2.0）       

※2024（令和 6）の()内は前年同月比 

●日銀短観（2024年６月分 業況判断ＤＩ） 2024年７月１日発表 

 ＜中小企業＞（「良い」－「悪い」・％）                               先行き 

2023/3月  → 2023/6月  → 2023/9月 → 2023/12月  → 2024/3月  → 2024/6月  (2024/9月まで予測） 

製造業 -6 -5 -5  2 -1 -1 0 

非製造業  8  11  12 14 13 12 8 

＜大企業＞ 

製造業  1  5  9 13 11 13 14 

非製造業  20  23  27 32 34 33 27 

 ※企業経営者に、経営状態が「良い」「さほど良くない」「悪い」の選択肢から一つ選んでもらい、「良い」と答えた企業の割合から、

「悪い」と答えた企業の割合を引く。この数字の変化で、経営者の景気判断の変化を把握する。 
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機密性 2 

 

●月例経済報告（内閣府） 2024年８月 29日発表 

 総論 

景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。 

 

 雇用情勢 

  賃金をみると、定期給与及び現金給与総額は増加している。 

雇用情勢は、改善の動きがみられる。 

先行きについては、改善していくことが期待される。 

 

 

●景気動向指数（内閣府） 2024年８月 26日発表  

 2024年６月分（改訂） 

一致指数：前月比 3.9ポイント下降し、４か月ぶりの下降。基調判断は「下げ止まり」 

先行指数：前月比 2.1ポイント下降し、２か月ぶりの下降。 

遅行指数：前月比 0.7ポイント下降し、３か月ぶりの下降。 

 

 

 

 ※景気の現状把握及び将来予測に資するため、景気に敏感に反応する各種の経済指標を統合して作成。 
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協会けんぽにおける被保険者1人当たり標準報酬月額の実績値と推計値
千円 2024年７月実績（速報値）

306,258円



協会の標準報酬月額は、毎月勤労統計の比較的小規模の事業所（５～29人）に近い水準で推移している。一方、健保組合
の標準報酬月額は、毎月勤労統計の比較的大規模の事業所（100人以上）に近い水準で推移している。

53

※ 協会・組合健保は各年９月の数値。毎勤（毎月勤労統計）は、産業計・一般労働者のきまって支給する給与の４～６月の平均。

協会けんぽ標準報酬月額、健保組合標準報酬月額、毎月勤労統計（賃金）における水準の比較（2008年から2023年）
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医療費の伸びの要因分解 厚生労働省資料
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協会けんぽの加入者１人当たり医療給付費と対前年同月比伸び率の推移
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13,000

14,000

15,000

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2021年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2022年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2023年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2024年度加入者１人当たり医療給付費（円）

2023年度対前年同月比
（点線は稼働日補正前）

加
入
者
一
人
当
た
り
医
療
給
付
費(

円)

対
前
年
同
月
比(

％)

2024年度対前年同月比
（点線は稼働日補正前）

2024年３月から2024年７月の加入者１人当たり医療給付費は、対前年同期比＋1.2％（稼働日補正後）となっている。
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協会けんぽにおける都道府県別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）

（2024年4月診療分）

注１．協会けんぽ（一般分）の医科、DPC、歯科、調剤レセプトについて集計したものである。（ただし、電子レセプトに限る。）

なお、DPCレセプトについては、直接の診療報酬請求の対象としていないコーディングデータを集計対象としている。

注２．「数量」は、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えたものをいう。

注３．都道府県は、加入者が適用されている事業所所在地別に集計したものである。

注４．[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。

注５．使用割合は小数第２位を四捨五入している。

注６．括弧内の数値は、前月の使用割合である。

注７．棒グラフが青色の都道府県は使用割合が80％以上であり、赤色の都道府県は使用割合が80％未満であることを示す。

(%)

全国計：84.2%（83.6%）

80％達成支部数：44→46（前月診療分→今月診療分）
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協会けんぽにおける都道府県別ジェネリック医薬品使用割合の対前年同月差

（数量ベース）（2024年4月診療分）
(%ﾎﾟｲﾝﾄ)

全国計：1.6%ﾎﾟｲﾝﾄ
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診療月

ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）

協会けんぽ（一般分）_調剤

（参考）国全体の使用割合_調剤

協会けんぽ（一般分）_医科・DPC・調剤・歯科

（参考）国全体の使用割合_医科・DPC・調剤・歯科

注１．協会けんぽ（一般分）の医科、DPC、歯科、調剤レセプトについて集計したものである。（ただし、電子レセプトに限る。）

なお、DPCレセプトについては、直接の診療報酬請求の対象としていないコーディングデータを集計対象としている。

注２．「数量」は、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えたものをいう。

注３．[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。

注４．「国全体の使用割合_調剤」は「調剤医療費（電算処理分）の動向」（厚生労働省）、「国全体の使用割合_医科・DPC・調剤・歯科」は「医薬品価格調査」（厚生労働省）による。

注５．後発医薬品の収載月には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、後発医薬品割合が低くなることがある。

57



協会けんぽの適用状況

千事業所
対前年

同月比(%)
千人

対前年

同月比(%)
千人

対前年

同月比(%)
千人

対前年

同月比(%)
千人

対前年

同月比(%)
円

対前年

同月比(%)
円

対前年

同月比(%)
百万円

対前年

同月比(%)
百万円

対前年

同月比(%)
百万円

対前年

同月比(%)
百万円

対前年

同月比(%)
百万円

対前年

同月比(%)

2019年度 4月 2,237 5.2 24,555 5.0 257 △ 2.3 15,616 △ 0.0 40,171 3.0 288,383 0.8 13,002 0.7 7,081,266 5.9 319,266 5.8 7,081,266 5.9 319,266 5.8 7,400,531 5.9 0.636

5月 2,245 5.1 24,629 4.6 253 △ 2.7 15,559 △ 0.0 40,188 2.7 287,999 0.9 7,508 △ 8.2 7,093,101 5.5 184,906 △ 4.0 14,174,367 5.7 504,172 2.0 14,678,539 5.5 0.632

6月 2,254 5.0 24,677 4.5 247 △ 2.6 15,559 0.0 40,236 2.7 287,702 0.9 26,255 △ 1.4 7,099,682 5.5 647,905 3.0 21,274,049 5.6 1,152,077 2.6 22,426,126 5.4 0.630

7月 2,264 5.1 24,710 4.5 247 △ 2.0 15,576 0.0 40,286 2.7 288,212 0.9 102,723 17.6 7,121,853 5.4 2,538,324 22.9 28,395,902 5.5 3,690,401 15.7 32,086,304 6.6 0.630

8月 2,272 5.0 24,713 4.6 247 △ 2.7 15,595 0.2 40,308 2.8 288,754 0.8 50,463 △ 23.4 7,135,934 5.4 1,247,084 △ 19.9 35,531,836 5.5 4,937,486 4.0 40,469,322 5.3 0.631

9月 2,279 4.9 24,739 4.6 246 △ 2.1 15,615 0.3 40,354 2.9 292,822 0.6 10,638 △ 2.8 7,244,156 5.2 263,175 1.7 42,775,992 5.5 5,200,660 3.9 47,976,652 5.3 0.631

10月 2,288 4.8 24,758 4.6 247 △ 2.1 15,632 0.7 40,390 3.1 292,727 0.5 6,484 0.5 7,247,465 5.2 160,529 5.1 50,023,457 5.4 5,361,189 4.0 55,384,647 5.3 0.631

11月 2,296 4.7 24,777 4.5 246 △ 2.2 15,633 0.5 40,410 2.9 292,592 0.6 3,718 △ 4.5 7,249,556 5.0 92,132 △ 0.2 57,273,013 5.4 5,453,321 3.9 62,726,335 5.2 0.631

12月 2,303 4.7 24,824 4.5 245 △ 1.9 15,635 0.3 40,459 2.8 292,373 0.6 120,374 △ 1.4 7,257,911 5.1 2,988,175 3.0 64,530,924 5.3 8,441,496 3.6 72,972,420 5.1 0.630

1月 2,312 4.6 24,800 4.5 251 △ 2.1 15,623 0.2 40,424 2.8 292,390 0.6 73,022 △ 0.0 7,251,415 5.1 1,810,976 4.4 71,782,340 5.3 10,252,472 3.7 82,034,812 5.1 0.630

2月 2,319 4.6 24,808 4.4 251 △ 2.0 15,641 0.1 40,449 2.7 292,491 0.6 10,067 △ 10.0 7,256,200 5.1 249,733 △ 6.0 79,038,540 5.3 10,502,205 3.5 89,540,745 5.1 0.630

3月 2,325 4.5 24,793 4.4 253 △ 2.4 15,650 0.0 40,444 2.6 292,462 0.6 8,099 8.7 7,251,100 5.0 200,791 13.4 86,289,640 5.3 10,702,996 3.6 96,992,636 5.1 0.631

2020年度 4月 2,334 4.3 24,913 1.5 254 △ 1.1 15,447 △ 1.1 40,360 0.5 291,097 0.9 13,076 0.6 7,252,215 2.4 325,776 2.0 7,252,215 2.4 325,776 2.0 7,577,991 2.4 0.620

5月 2,340 4.2 24,924 1.2 249 △ 1.4 15,385 △ 1.1 40,309 0.3 290,738 1.0 6,859 △ 8.6 7,246,389 2.2 170,953 △ 7.5 14,498,605 2.3 496,729 △ 1.5 14,995,334 2.2 0.617

6月 2,344 4.0 24,910 0.9 247 △ 0.1 15,377 △ 1.2 40,286 0.1 290,510 1.0 30,866 17.6 7,236,479 1.9 768,856 18.7 21,735,084 2.2 1,265,585 9.9 23,000,669 2.6 0.617

7月 2,349 3.8 24,886 0.7 246 △ 0.3 15,380 △ 1.3 40,265 △ 0.1 290,438 0.8 100,544 △ 2.1 7,227,770 1.5 2,502,115 △ 1.4 28,962,854 2.0 3,767,700 2.1 32,730,554 2.0 0.618

8月 2,355 3.7 24,869 0.6 246 △ 0.4 15,396 △ 1.3 40,265 △ 0.1 290,224 0.5 39,666 △ 21.4 7,217,567 1.1 986,458 △ 20.9 36,180,421 1.8 4,754,158 △ 3.7 40,934,579 1.1 0.619

9月 2,362 3.6 24,866 0.5 245 △ 0.4 15,411 △ 1.3 40,277 △ 0.2 290,274 △ 0.9 10,210 △ 4.0 7,217,957 △ 0.4 253,873 △ 3.5 43,398,377 1.5 5,008,031 △ 3.7 48,406,408 0.9 0.620

10月 2,370 3.6 24,851 0.4 247 △ 0.2 15,422 △ 1.3 40,273 △ 0.3 290,212 △ 0.9 6,208 △ 4.3 7,212,087 △ 0.5 154,284 △ 3.9 50,610,464 1.2 5,162,315 △ 3.7 55,772,779 0.7 0.621

11月 2,375 3.5 24,866 0.4 245 △ 0.1 15,422 △ 1.3 40,288 △ 0.3 290,119 △ 0.8 3,487 △ 6.2 7,213,994 △ 0.5 86,699 △ 5.9 57,824,458 1.0 5,249,014 △ 3.7 63,073,472 0.6 0.620

12月 2,381 3.4 24,888 0.3 247 0.6 15,421 △ 1.4 40,308 △ 0.4 290,028 △ 0.8 121,908 1.3 7,218,148 △ 0.5 3,034,024 1.5 65,042,606 0.8 8,283,038 △ 1.9 73,325,644 0.5 0.620

1月 2,388 3.3 24,869 0.3 253 0.6 15,412 △ 1.4 40,281 △ 0.4 290,049 △ 0.8 65,134 △ 10.8 7,213,099 △ 0.5 1,619,781 △ 10.6 72,255,706 0.7 9,902,819 △ 3.4 82,158,524 0.2 0.620

2月 2,394 3.2 24,885 0.3 253 1.0 15,419 △ 1.4 40,303 △ 0.4 290,036 △ 0.8 9,222 △ 8.4 7,217,456 △ 0.5 229,498 △ 8.1 79,473,161 0.5 10,132,317 △ 3.5 89,605,478 0.1 0.620

3月 2,399 3.2 24,877 0.3 255 1.0 15,419 △ 1.5 40,296 △ 0.4 289,937 △ 0.9 9,291 14.7 7,212,828 △ 0.5 231,136 15.1 86,685,989 0.5 10,363,452 △ 3.2 97,049,442 0.1 0.620

2021年度 4月 2,410 3.2 25,126 0.9 258 1.5 15,249 △ 1.3 40,375 0.0 288,818 △ 0.8 14,361 9.8 7,256,924 0.1 360,840 10.8 7,256,924 0.1 360,840 10.8 7,617,764 0.5 0.607

5月 2,417 3.3 25,148 0.9 253 1.2 15,203 △ 1.2 40,351 0.1 288,706 △ 0.7 7,180 4.7 7,260,299 0.2 180,560 5.6 14,517,222 0.1 541,400 9.0 15,058,622 0.4 0.605

6月 2,424 3.4 25,166 1.0 249 0.9 15,199 △ 1.2 40,365 0.2 288,568 △ 0.7 36,240 17.4 7,262,200 0.4 912,017 18.6 21,779,422 0.2 1,453,417 14.8 23,232,839 1.0 0.604

7月 2,432 3.5 25,163 1.1 248 1.0 15,204 △ 1.1 40,367 0.3 289,346 △ 0.4 103,051 2.5 7,280,829 0.7 2,593,079 3.6 29,060,251 0.3 4,046,496 7.4 33,106,747 1.1 0.604

8月 2,439 3.6 25,146 1.1 249 1.3 15,220 △ 1.1 40,366 0.3 290,049 △ 0.1 42,987 8.4 7,293,672 1.1 1,080,967 9.6 36,353,923 0.5 5,127,463 7.9 41,481,385 1.3 0.605

9月 2,446 3.5 25,144 1.1 248 1.3 15,232 △ 1.2 40,376 0.2 295,135 1.7 9,693 △ 5.1 7,420,765 2.8 243,712 △ 4.0 43,774,687 0.9 5,371,174 7.3 49,145,862 1.5 0.606

10月 2,454 3.5 25,127 1.1 248 0.7 15,237 △ 1.2 40,364 0.2 295,174 1.7 6,419 3.4 7,416,914 2.8 161,282 4.5 51,191,601 1.1 5,532,456 7.2 56,724,057 1.7 0.606

11月 2,461 3.6 25,138 1.1 247 0.6 15,240 △ 1.2 40,378 0.2 295,156 1.7 4,210 20.7 7,419,620 2.9 105,826 22.1 58,611,221 1.4 5,638,282 7.4 64,249,503 1.9 0.606

12月 2,468 3.7 25,139 1.0 247 0.2 15,227 △ 1.3 40,365 0.1 295,122 1.8 139,088 14.1 7,419,000 2.8 3,496,493 15.2 66,030,221 1.5 9,134,776 10.3 75,164,996 2.5 0.606

1月 2,476 3.7 25,100 0.9 253 △ 0.2 15,210 △ 1.3 40,310 0.1 295,232 1.8 57,335 △ 12.0 7,410,256 2.7 1,439,100 △ 11.2 73,440,477 1.6 10,573,876 6.8 84,014,352 2.3 0.606

2月 2,483 3.7 25,094 0.8 252 △ 0.5 15,205 △ 1.4 40,299 △ 0.0 295,402 1.9 7,939 △ 13.9 7,412,718 2.7 199,212 △ 13.2 80,853,195 1.7 10,773,087 6.3 91,626,282 2.3 0.606

3月 2,489 3.7 25,072 0.8 254 △ 0.6 15,193 △ 1.5 40,265 △ 0.1 295,438 1.9 10,043 8.1 7,407,237 2.7 251,810 8.9 88,260,432 1.8 11,024,897 6.4 99,285,329 2.3 0.606

2022年度 4月 2,500 3.7 25,359 0.9 252 △ 2.5 15,005 △ 1.6 40,364 △ 0.0 294,148 1.8 14,817 3.2 7,459,399 2.8 375,757 4.1 7,459,399 2.8 375,757 4.1 7,835,156 2.9 0.592

5月 2,508 3.8 25,405 1.0 246 △ 2.5 14,948 △ 1.7 40,354 0.0 293,954 1.8 7,932 10.5 7,467,933 2.9 201,520 11.6 14,927,332 2.8 577,278 6.6 15,504,610 3.0 0.588

6月 2,516 3.8 25,458 1.2 242 △ 2.7 14,938 △ 1.7 40,395 0.1 293,691 1.8 37,956 4.7 7,476,663 3.0 966,274 5.9 22,403,995 2.9 1,543,552 6.2 23,947,547 3.1 0.587

7月 2,525 3.8 25,480 1.3 241 △ 2.8 14,938 △ 1.7 40,418 0.1 294,346 1.7 102,959 △ 0.1 7,499,919 3.0 2,623,393 1.2 29,903,915 2.9 4,166,945 3.0 34,070,859 2.9 0.586

8月 2,533 3.8 25,478 1.3 242 △ 2.9 14,949 △ 1.8 40,427 0.1 294,968 1.7 45,549 6.0 7,515,094 3.0 1,160,473 7.4 37,419,009 2.9 5,327,418 3.9 42,746,427 3.0 0.587

9月 2,539 3.8 25,488 1.4 241 △ 3.0 14,953 △ 1.8 40,441 0.2 299,755 1.6 10,208 5.3 7,640,035 3.0 260,181 6.8 45,059,044 2.9 5,587,599 4.0 50,646,643 3.1 0.587

10月 2,531 3.1 24,773 △ 1.4 237 △ 4.4 14,718 △ 3.4 39,491 △ 2.2 302,449 2.5 7,174 11.8 7,492,556 1.0 177,714 10.2 52,551,600 2.7 5,765,313 4.2 58,316,913 2.8 0.594

11月 2,537 3.1 24,817 △ 1.3 234 △ 5.1 14,705 △ 3.5 39,522 △ 2.1 302,216 2.4 4,698 11.6 7,500,120 1.1 116,588 10.2 60,051,720 2.5 5,881,901 4.3 65,933,621 2.6 0.593

12月 2,543 3.0 24,840 △ 1.2 233 △ 5.8 14,686 △ 3.5 39,526 △ 2.1 302,034 2.3 122,996 △ 11.6 7,502,663 1.1 3,055,283 △ 12.6 67,554,382 2.3 8,937,184 △ 2.2 76,491,567 1.8 0.591

1月 2,550 3.0 24,808 △ 1.2 237 △ 6.0 14,660 △ 3.6 39,468 △ 2.1 302,104 2.3 76,021 32.6 7,494,690 1.1 1,885,958 31.1 75,049,072 2.2 10,823,143 2.4 85,872,215 2.2 0.591

2月 2,557 3.0 24,808 △ 1.1 237 △ 5.9 14,651 △ 3.6 39,459 △ 2.1 302,228 2.3 9,273 16.8 7,497,574 1.1 230,048 15.5 82,546,646 2.1 11,053,190 2.6 93,599,836 2.2 0.591

3月 2,563 3.0 24,800 △ 1.1 239 △ 5.7 14,640 △ 3.6 39,440 △ 2.0 302,159 2.3 11,912 18.6 7,493,619 1.2 295,416 17.3 90,040,265 2.0 11,348,606 2.9 101,388,871 2.1 0.590

2023年度 4月 2,573 2.9 25,084 △ 1.1 217 △ 13.6 14,455 △ 3.7 39,538 △ 2.0 300,921 2.3 15,865 7.1 7,548,271 1.2 397,964 5.9 7,548,271 1.2 397,964 5.9 7,946,235 1.4 0.576

5月 2,580 2.9 25,123 △ 1.1 214 △ 13.2 14,389 △ 3.7 39,511 △ 2.1 300,694 2.3 8,683 9.5 7,554,220 1.2 218,146 8.2 15,102,491 1.2 616,109 6.7 15,718,601 1.4 0.573

6月 2,588 2.8 25,156 △ 1.2 211 △ 13.0 14,376 △ 3.8 39,532 △ 2.1 300,476 2.3 40,473 6.6 7,558,832 1.1 1,018,157 5.4 22,661,323 1.1 1,634,267 5.9 24,295,590 1.5 0.571

7月 2,596 2.8 25,178 △ 1.2 211 △ 12.8 14,375 △ 3.8 39,553 △ 2.1 301,259 2.3 106,579 3.5 7,585,023 1.1 2,683,431 2.3 30,246,346 1.1 4,317,698 3.6 34,564,044 1.4 0.571

8月 2,606 2.9 25,176 △ 1.2 211 △ 12.6 14,386 △ 3.8 39,561 △ 2.1 302,025 2.4 44,438 △ 2.4 7,603,656 1.2 1,118,760 △ 3.6 37,850,002 1.2 5,436,458 2.0 43,286,460 1.3 0.571

9月 2,616 3.0 25,187 △ 1.2 212 △ 12.1 14,391 △ 3.8 39,577 △ 2.1 307,007 2.4 10,691 4.7 7,732,475 1.2 269,270 3.5 45,582,477 1.2 5,705,728 2.1 51,288,205 1.3 0.571

10月 2,626 3.8 25,210 1.8 212 △ 10.5 14,399 △ 2.2 39,609 0.3 306,953 1.5 7,539 5.1 7,738,379 3.3 190,072 7.0 53,320,857 1.5 5,895,800 2.3 59,216,657 1.5 0.571

11月 2,634 3.8 25,236 1.7 212 △ 9.6 14,393 △ 2.1 39,629 0.3 306,842 1.5 4,935 5.0 7,743,390 3.2 124,537 6.8 61,064,247 1.7 6,020,337 2.4 67,084,584 1.7 0.570

12月 2,642 3.9 25,257 1.7 212 △ 9.1 14,385 △ 2.1 39,642 0.3 306,709 1.5 151,349 23.1 7,746,449 3.2 3,822,574 25.1 68,810,696 1.9 9,842,911 10.1 78,653,607 2.8 0.570

1月 2,651 4.0 25,221 1.7 218 △ 8.2 14,373 △ 2.0 39,594 0.3 306,839 1.6 53,496 △ 29.6 7,738,701 3.3 1,349,220 △ 28.5 76,549,396 2.0 11,192,131 3.4 87,741,527 2.2 0.570

2月 2,659 4.0 25,215 1.6 219 △ 7.9 14,356 △ 2.0 39,571 0.3 307,043 1.6 9,378 1.1 7,742,111 3.3 236,479 2.8 84,291,507 2.1 11,428,610 3.4 95,720,118 2.3 0.569

3月 2,666 4.0 25,212 1.7 221 △ 7.7 14,331 △ 2.1 39,543 0.3 306,991 1.6 11,310 △ 5.1 7,739,763 3.3 285,138 △ 3.5 92,031,271 2.2 11,713,748 3.2 103,745,019 2.3 0.568

2024年度 4月 2,678 4.1 25,475 1.6 206 △ 5.1 14,127 △ 2.3 39,602 0.2 305,829 1.6 18,339 15.6 7,790,990 3.2 467,196 17.4 7,790,990 3.2 467,196 17.4 8,258,186 3.9 0.555

5月 2,686 4.1 25,505 1.5 203 △ 4.9 14,062 △ 2.3 39,567 0.1 305,622 1.6 9,235 6.4 7,794,964 3.2 235,548 8.0 15,585,954 3.2 702,744 14.1 16,288,698 3.6 0.551

6月 2,693 4.1 25,538 1.5 200 △ 4.9 14,040 △ 2.3 39,578 0.1 305,353 1.6 39,889 △ 1.4 7,798,022 3.2 1,018,673 0.1 23,383,976 3.2 1,721,417 5.3 25,105,393 3.3 0.550

１．数値には、健康保険法第３条第２項被保険者に係る分は含まれていない。

２．標準賞与額の平均は標準賞与額の総額を全被保険者数で除したもの。

扶養率月年 事業所数 被保険者数 任意継続
被保険者

標準賞与額の
総額

標準報酬月額の
累計額

標準賞与額の
累計額

総報酬額の
累計額

被扶養者数 加入者数
標準報酬月額の

平均
標準賞与額の

平均
標準報酬月額の

総額

斜体部分は速報値
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６年５月）

（単位：％）

稼働日数
補正後

１人当たり
医療費

受診率
１件当たり
日数

１日当たり
医療費

１人当たり
医療費

受診率
１件当たり
日数

１日当たり
医療費

１人当たり
医療費

受診率
１件当たり
日数

１日当たり
医療費

１人当たり
医療費

受診率
１件当たり
日数

１日当たり
医療費

１人当たり
医療費

受診率
１件当たり
枚数

１枚当たり
医療費

2.4 0.1 0.1 2.4 0.9 △ 0.6 △ 1.1 2.7 △ 0.7 0.6 △ 1.1 △ 0.2 1.9 1.7 △ 1.9 2.1 0.5 0.6 △ 1.1 0.9 △ 2.9 2.2 △ 0.9 △ 4.2

5.1 2.5 2.6 5.2 2.2 0.3 △ 0.7 2.6 2.8 1.1 △ 0.9 2.5 1.8 2.5 △ 2.1 1.4 2.1 1.1 △ 0.9 1.9 4.1 2.5 △ 0.8 2.4

3.1 1.6 1.8 3.2 2.5 △ 0.4 △ 0.7 3.6 1.0 1.1 △ 1.0 1.0 2.3 2.5 △ 2.3 2.1 2.0 1.1 △ 1.0 1.9 △ 0.9 2.3 △ 0.9 △ 2.3

5.4 2.5 3.1 5.7 1.5 △ 0.9 △ 0.6 3.1 3.0 △ 0.2 △ 0.9 4.1 2.4 3.2 △ 2.5 1.8 2.3 △ 0.2 △ 0.9 3.3 4.7 0.9 △ 0.9 4.7

△ 3.0 △ 2.8 △ 3.6 △ 2.6 △ 3.3 △ 7.1 △ 0.9 5.0 △ 3.6 △ 10.1 △ 1.0 8.3 2.2 △ 4.5 0.2 6.8 △ 4.5 △ 10.1 △ 1.0 7.3 △ 1.8 △ 9.5 △ 2.3 11.0

8.1 7.9 8.0 8.1 6.0 2.5 △ 1.8 5.3 9.6 7.6 △ 0.5 2.3 4.6 6.7 △ 4.4 2.5 11.6 7.6 △ 0.5 4.3 5.5 7.5 △ 0.2 △ 1.7

4.0 5.1 4.1 3.8 △ 0.6 △ 2.7 △ 1.5 3.7 8.4 6.3 △ 1.1 3.1 1.5 1.5 △ 3.0 3.1 10.3 6.3 △ 1.1 4.9 4.5 7.7 △ 0.7 △ 2.3

2.1 3.0 3.1 2.4 3.5 2.2 △ 0.2 1.4 2.9 4.6 △ 1.2 △ 0.5 2.3 3.0 △ 2.2 1.5 0.0 4.6 △ 1.2 △ 3.3 9.2 8.9 0.5 △ 0.2

3.3 1.4 1.4 3.3 1.7 △ 1.8 △ 0.5 4.1 1.4 2.4 △ 1.1 0.1 1.3 1.8 △ 2.5 2.0 2.4 2.4 △ 1.1 1.1 △ 0.8 4.1 △ 0.8 △ 3.9

2.8 1.0 1.1 2.9 2.1 △ 0.5 △ 0.3 2.9 0.3 0.1 △ 1.0 1.3 1.7 1.4 △ 2.0 2.4 1.6 0.1 △ 1.0 2.6 △ 2.5 1.2 △ 1.0 △ 2.7

2.5 0.8 0.7 2.6 2.3 △ 0.2 △ 0.3 2.8 △ 0.3 0.2 △ 1.3 0.8 2.4 2.0 △ 2.1 2.5 0.7 0.2 △ 1.3 1.9 △ 2.6 1.4 △ 0.9 △ 3.0

平 4.0 2.3 1.9 4.2 4.4 0.9 △ 1.1 4.6 1.5 0.7 △ 0.8 1.6 1.1 0.4 △ 1.7 2.5 2.4 0.7 △ 0.8 2.5 △ 0.5 2.6 △ 0.5 △ 2.5

成 3.4 1.8 1.4 3.5 3.0 0.4 △ 1.0 3.6 1.1 0.3 △ 0.6 1.5 2.0 1.4 △ 2.0 2.6 2.2 0.3 △ 0.6 2.6 △ 1.3 1.7 △ 0.5 △ 2.4

30 △ 1.6 △ 3.1 0.4 △ 1.4 △ 0.3 △ 3.0 0.6 2.2 △ 4.4 △ 3.7 △ 2.6 1.9 △ 3.1 △ 1.8 △ 4.0 2.7 △ 3.5 △ 3.7 △ 2.6 2.9 △ 6.3 △ 2.8 △ 2.0 △ 1.7

年 7.0 5.7 2.6 7.1 3.9 △ 0.5 △ 0.9 5.3 6.4 5.5 0.2 0.7 6.6 5.1 △ 0.8 2.3 7.5 5.5 0.2 1.7 4.3 7.1 0.2 △ 2.8

度 4.1 2.8 2.9 4.2 3.0 △ 0.1 △ 0.8 3.9 2.6 2.2 △ 0.4 0.8 2.9 2.8 △ 1.8 2.0 3.7 2.2 △ 0.4 1.8 0.5 3.3 △ 0.4 △ 2.3

2.0 0.7 1.1 2.1 1.8 △ 1.1 △ 0.1 3.1 △ 0.1 0.5 △ 1.5 0.9 2.0 3.2 △ 3.1 2.0 0.8 0.5 △ 1.5 1.8 △ 2.0 1.3 △ 1.2 △ 2.0

4.0 2.7 2.7 4.0 1.3 △ 0.9 △ 1.1 3.4 3.6 3.3 △ 1.2 1.5 1.5 2.1 △ 2.3 1.7 4.1 3.3 △ 1.2 2.0 2.5 4.3 △ 1.0 △ 0.7

2.6 1.4 1.4 2.7 2.7 0.4 △ 1.8 4.1 0.2 △ 0.2 △ 1.0 1.4 4.8 5.1 △ 1.9 1.6 0.6 △ 0.2 △ 1.0 1.8 △ 0.7 0.9 △ 1.3 △ 0.2

2.9 1.6 3.7 2.9 4.3 1.8 △ 1.1 3.6 △ 0.1 1.6 △ 1.3 △ 0.4 4.5 6.2 △ 2.9 1.3 0.8 1.6 △ 1.3 0.5 △ 1.7 2.6 △ 1.2 △ 3.0

11.9 8.6 8.6 11.8 4.7 2.9 △ 2.0 3.8 10.8 6.9 0.3 3.4 6.7 7.6 △ 2.0 1.1 9.1 6.9 0.3 1.8 14.3 8.7 0.8 4.3

3.5 0.7 6.9 3.6 0.1 △ 1.8 △ 0.2 2.2 1.5 △ 0.7 △ 2.5 4.8 △ 2.0 2.2 △ 5.0 1.0 1.1 △ 0.7 △ 2.5 4.4 2.3 0.1 △ 2.2 4.6

4.5 1.7 4.8 4.6 0.6 △ 1.0 △ 0.3 1.9 2.6 1.0 △ 1.7 3.3 0.3 3.2 △ 4.3 1.6 2.1 1.0 △ 1.7 2.8 3.7 1.7 △ 1.2 3.2

令 9.6 6.7 3.6 9.7 2.8 △ 0.1 △ 1.7 4.5 8.5 4.7 0.5 3.0 7.6 7.6 △ 1.1 1.1 7.7 4.7 0.5 2.3 10.2 6.3 0.3 3.4

和 5.3 2.4 3.2 5.3 △ 0.4 △ 1.9 0.4 1.2 4.0 2.3 △ 1.4 3.2 1.3 3.7 △ 3.3 1.0 2.8 2.3 △ 1.4 1.9 6.7 3.8 △ 0.9 3.8

元 9.2 6.1 5.7 9.4 3.0 1.0 △ 1.7 3.7 8.0 5.4 △ 0.5 3.1 4.2 5.1 △ 2.1 1.3 7.3 5.4 △ 0.5 2.4 9.6 6.3 △ 0.6 3.6

年 2.0 △ 1.0 2.6 2.3 △ 1.5 △ 1.4 △ 1.5 1.4 △ 0.5 △ 3.4 △ 2.2 5.4 △ 2.9 △ 0.5 △ 4.7 2.4 △ 0.9 △ 3.4 △ 2.2 4.9 0.5 △ 2.6 △ 2.1 5.3

度 6.1 3.1 3.0 6.3 1.3 △ 0.6 △ 0.6 2.6 3.8 2.3 △ 1.5 2.9 4.5 4.5 △ 2.7 2.8 3.4 2.3 △ 1.5 2.5 4.6 3.7 △ 1.0 1.9

7.9 4.9 1.8 8.1 3.0 △ 0.0 △ 1.4 4.5 6.1 3.3 △ 0.7 3.4 3.7 3.2 △ 1.9 2.4 6.0 3.3 △ 0.7 3.4 6.2 4.5 △ 0.9 2.5

2.6 △ 0.2 △ 0.2 3.2 3.4 △ 0.1 △ 1.0 4.5 △ 2.7 △ 7.2 △ 0.1 5.1 5.0 4.6 △ 2.0 2.4 △ 2.9 △ 7.2 △ 0.1 4.8 △ 2.2 △ 7.2 △ 1.2 6.7

5.6 2.8 2.7 5.9 1.8 △ 1.6 2.0 1.5 3.1 △ 0.4 0.3 3.2 3.4 3.0 △ 1.5 1.9 1.3 △ 0.4 0.3 1.4 6.7 1.7 0.4 4.4

△ 1.4 △ 3.9 △ 3.8 △ 0.5 0.2 △ 5.7 0.4 5.8 △ 6.2 △ 13.1 △ 1.0 9.0 △ 1.8 △ 4.6 0.1 2.8 △ 7.5 △ 13.1 △ 1.0 7.5 △ 3.7 △ 12.4 △ 2.1 12.3

△ 11.1 △ 11.5 △ 14.1 △ 10.2 △ 8.3 △ 15.0 3.9 3.9 △ 12.9 △ 21.8 △ 2.0 13.6 △ 12.2 △ 21.1 3.9 7.1 △ 16.6 △ 21.8 △ 2.0 8.7 △ 5.7 △ 18.7 △ 3.0 19.6

△ 12.7 △ 12.9 △ 15.2 △ 12.1 △ 11.4 △ 17.4 6.0 1.2 △ 14.5 △ 22.7 △ 1.0 11.8 △ 9.1 △ 19.5 5.2 7.4 △ 17.3 △ 22.7 △ 1.0 8.0 △ 8.5 △ 20.0 △ 2.6 17.5

△ 2.9 △ 3.0 △ 6.5 △ 2.4 △ 5.3 △ 10.7 0.3 5.6 △ 2.9 △ 11.1 △ 0.7 10.0 2.2 △ 8.5 4.4 7.0 △ 4.3 △ 11.1 △ 0.7 8.5 △ 0.1 △ 9.2 △ 2.4 12.8

令 △ 4.6 △ 4.5 △ 1.4 △ 4.3 △ 5.9 △ 8.8 △ 0.5 3.6 △ 4.6 △ 10.1 △ 2.1 8.3 △ 1.4 △ 8.6 △ 0.2 8.2 △ 5.5 △ 10.1 △ 2.1 7.2 △ 2.7 △ 9.2 △ 2.7 10.0

和 △ 2.5 △ 2.4 0.2 △ 2.3 △ 3.6 △ 4.2 △ 3.4 4.1 △ 2.9 △ 6.4 △ 1.5 5.3 3.4 △ 4.6 0.5 7.9 △ 3.1 △ 6.4 △ 1.5 5.1 △ 2.5 △ 6.0 △ 2.4 6.3

2 0.3 0.5 △ 2.6 0.6 △ 0.1 △ 0.1 △ 6.1 6.5 △ 0.7 △ 7.1 △ 0.4 7.3 8.6 0.4 0.3 7.9 △ 0.7 △ 7.1 △ 0.4 7.3 △ 0.7 △ 7.1 △ 2.0 9.0

年 3.8 4.1 △ 1.7 3.9 2.8 0.2 △ 3.6 6.4 3.0 △ 1.5 0.3 4.2 13.6 6.4 0.9 5.8 2.3 △ 1.5 0.3 3.5 4.4 △ 1.4 △ 1.0 7.0

度 △ 3.9 △ 3.6 △ 0.5 △ 3.5 △ 1.7 △ 5.5 △ 0.9 4.9 △ 5.5 △ 10.5 △ 1.9 7.6 1.4 △ 1.3 △ 2.8 5.7 △ 5.8 △ 10.5 △ 1.9 7.3 △ 5.0 △ 11.4 △ 3.2 10.8

△ 2.1 △ 1.7 △ 1.7 △ 1.7 △ 2.0 △ 6.2 △ 1.0 5.5 △ 3.0 △ 10.4 △ 0.4 8.7 6.2 1.4 △ 1.0 5.8 △ 3.8 △ 10.4 △ 0.4 7.9 △ 1.5 △ 10.4 △ 2.2 12.3

△ 5.1 △ 4.8 △ 4.8 △ 4.7 △ 3.9 △ 9.2 1.2 4.6 △ 6.4 △ 14.7 △ 1.2 10.9 2.3 △ 2.4 △ 1.4 6.2 △ 7.5 △ 14.7 △ 1.2 9.7 △ 4.3 △ 14.8 △ 2.8 15.7

△ 3.6 △ 3.2 △ 0.7 △ 3.3 △ 3.8 △ 9.1 △ 0.9 6.9 △ 4.0 △ 10.4 △ 1.9 9.2 1.9 △ 2.2 △ 2.3 6.6 △ 3.9 △ 10.4 △ 1.9 9.3 △ 4.1 △ 10.7 △ 3.5 11.3

8.1 8.4 4.9 7.9 2.7 0.3 △ 3.7 6.3 11.0 6.2 0.6 4.0 9.2 5.9 △ 2.7 6.0 12.5 6.2 0.6 5.4 8.2 6.2 △ 0.2 2.1

15.8 15.7 15.2 15.2 9.1 10.2 △ 6.5 5.8 17.6 19.7 1.3 △ 3.1 23.0 28.2 △ 6.5 2.7 25.0 19.7 1.3 3.0 5.1 16.0 0.8 △ 10.1

18.0 17.9 17.9 17.8 14.7 14.5 △ 7.4 8.2 19.3 21.2 0.1 △ 1.6 19.5 26.0 △ 7.9 3.0 24.2 21.2 0.1 2.4 10.1 17.9 0.8 △ 7.4

11.6 11.4 11.4 11.8 12.7 9.8 △ 4.3 7.3 11.8 10.0 0.6 1.0 6.4 10.3 △ 6.2 2.9 13.7 10.0 0.6 2.7 8.0 10.0 1.1 △ 2.9

令 7.6 7.4 7.8 7.8 6.2 2.7 △ 0.9 4.4 8.7 6.6 0.1 1.9 3.6 8.1 △ 6.0 1.9 10.0 6.6 0.1 3.1 6.2 7.7 1.1 △ 2.4

和 10.0 9.8 9.4 10.3 8.3 △ 0.9 2.1 7.0 11.9 6.3 △ 0.0 5.3 2.9 5.1 △ 4.1 2.1 14.3 6.3 △ 0.0 7.5 7.0 7.0 0.6 △ 0.6

3 7.4 7.1 7.1 7.6 6.4 △ 2.9 3.0 6.5 8.7 4.8 △ 0.8 4.5 1.0 2.8 △ 3.5 1.7 9.5 4.8 △ 0.8 5.3 6.9 6.2 △ 0.3 1.1

年 3.2 3.0 5.6 3.6 6.4 △ 0.1 1.2 5.2 2.2 0.7 △ 2.0 3.5 △ 0.7 0.3 △ 4.0 3.1 3.1 0.7 △ 2.0 4.5 0.3 1.3 △ 1.8 0.9

度 9.5 9.3 6.2 9.8 9.2 4.8 △ 2.5 6.9 10.2 7.4 0.6 2.0 5.0 3.7 △ 1.1 2.4 10.6 7.4 0.6 2.4 9.4 9.6 0.9 △ 1.0

5.2 5.1 5.1 5.4 4.5 2.9 △ 2.3 3.8 5.9 4.5 △ 0.8 2.1 2.4 3.2 △ 3.3 2.6 5.8 4.5 △ 0.8 2.1 5.9 5.7 △ 0.5 0.7

8.0 8.0 8.0 7.8 3.7 2.4 △ 2.3 3.7 11.2 10.7 △ 1.0 1.5 1.8 3.2 △ 3.7 2.5 13.3 10.7 △ 1.0 3.4 7.0 10.6 △ 0.3 △ 3.0

2.2 2.2 2.7 2.0 △ 3.6 △ 4.5 △ 1.5 2.5 5.7 1.3 △ 1.1 5.5 △ 2.2 △ 1.2 △ 3.7 2.7 9.1 1.3 △ 1.1 8.9 △ 0.9 △ 0.7 △ 1.2 1.1

1.9 1.9 2.8 1.6 △ 4.2 △ 5.3 △ 1.6 2.9 5.3 2.9 △ 2.5 5.0 △ 1.4 0.2 △ 4.4 3.0 6.7 2.9 △ 2.5 6.4 2.6 2.5 △ 2.3 2.5

1.9 2.0 2.3 1.7 △ 1.1 △ 3.7 △ 0.2 2.9 3.6 3.8 △ 2.3 2.1 0.3 1.6 △ 3.4 2.2 4.9 3.8 △ 2.3 3.4 0.9 3.9 △ 2.2 △ 0.7

5.7 5.7 4.7 5.6 3.1 0.1 △ 1.9 5.0 7.7 6.5 △ 0.9 2.0 2.0 2.2 △ 2.7 2.5 9.0 6.5 △ 0.9 3.2 4.9 7.3 △ 1.0 △ 1.2

2.6 2.6 3.5 2.5 △ 0.4 △ 0.9 △ 1.8 2.4 4.1 2.8 △ 1.7 3.0 2.0 3.3 △ 3.7 2.5 5.3 2.8 △ 1.7 4.1 1.5 2.8 △ 1.8 0.6

令 6.0 5.8 5.9 5.4 △ 1.7 △ 3.7 △ 0.3 2.3 10.1 7.4 △ 2.0 4.6 2.0 2.1 △ 3.3 3.3 14.3 7.4 △ 2.0 8.6 1.2 6.6 △ 2.6 △ 2.5

和 7.8 7.6 4.3 6.9 △ 7.7 △ 9.6 △ 1.6 3.7 16.2 11.7 △ 0.2 4.2 2.4 1.5 △ 2.2 3.1 20.5 11.7 △ 0.2 8.1 6.9 11.9 △ 0.9 △ 3.6

4 4.4 4.2 5.0 4.0 △ 4.6 △ 5.8 △ 1.5 2.8 9.0 6.5 △ 0.6 3.0 1.1 1.2 △ 3.6 3.6 11.2 6.5 △ 0.6 5.1 4.5 7.3 △ 0.4 △ 2.2

年 △ 0.2 2.0 4.4 △ 0.3 △ 3.3 △ 4.3 △ 1.2 2.2 5.4 3.0 △ 1.3 3.6 △ 1.5 △ 0.1 △ 4.0 2.7 6.9 3.0 △ 1.3 5.1 2.2 4.4 △ 0.3 △ 1.8

度 2.0 4.2 3.3 1.5 △ 5.1 △ 6.0 △ 1.8 2.7 9.5 4.5 △ 1.1 6.0 0.0 △ 0.4 △ 2.7 3.2 12.4 4.5 △ 1.1 8.7 3.7 5.0 △ 0.8 △ 0.5

3.8 6.0 6.0 3.0 △ 6.3 △ 8.6 △ 1.8 4.4 13.0 8.0 △ 1.6 6.3 △ 1.8 △ 2.2 △ 3.0 3.4 17.3 8.0 △ 1.6 10.3 4.8 9.1 △ 0.7 △ 3.3

3.9 6.1 6.1 3.6 0.2 △ 3.2 △ 2.8 6.5 9.4 6.0 △ 1.0 4.2 2.2 1.1 △ 2.5 3.7 11.1 6.0 △ 1.0 5.9 5.7 8.8 △ 0.1 △ 2.8

6.7 8.9 7.8 7.0 13.4 9.9 △ 3.0 6.4 7.6 8.8 △ 0.6 △ 0.6 5.9 4.8 △ 2.3 3.5 6.8 8.8 △ 0.6 △ 1.3 9.3 13.7 1.0 △ 4.8

4.3 6.4 6.5 4.6 9.0 5.4 △ 0.4 3.8 5.7 7.4 △ 0.2 △ 1.4 4.6 3.4 △ 2.4 3.6 4.4 7.4 △ 0.2 △ 2.6 8.3 12.3 1.4 △ 4.9

0.4 2.5 4.7 1.0 7.5 4.2 △ 0.2 3.3 0.6 0.6 △ 1.5 1.6 1.1 1.8 △ 3.4 2.8 △ 1.0 0.6 △ 1.5 △ 0.0 4.0 4.0 0.1 △ 0.1

3.5 5.7 3.0 3.9 3.9 1.7 △ 1.5 3.7 6.7 6.7 0.3 △ 0.3 4.9 4.3 △ 1.1 1.7 4.8 6.7 0.3 △ 2.1 10.9 11.6 2.2 △ 2.8

2.5 4.7 4.7 2.6 1.5 △ 0.3 0.0 1.8 7.0 7.7 △ 0.8 0.1 0.6 0.6 △ 2.2 2.4 5.3 7.7 △ 0.8 △ 1.4 10.7 12.9 1.6 △ 3.5

令 0.4 2.6 2.6 0.8 4.9 4.2 △ 1.9 2.6 1.6 3.4 △ 1.2 △ 0.5 2.4 3.3 △ 1.9 1.1 △ 2.8 3.4 △ 1.2 △ 4.8 12.0 8.9 1.0 1.8

和 △ 1.9 0.2 1.9 △ 1.2 9.1 8.9 △ 1.7 1.9 △ 3.5 △ 2.7 △ 2.0 1.3 0.8 2.5 △ 2.9 1.2 △ 9.4 △ 2.7 △ 2.0 △ 4.9 11.0 2.6 0.2 8.0

5 2.7 4.9 4.1 2.8 3.9 2.2 0.6 1.1 5.6 6.3 △ 1.4 0.7 3.3 3.6 △ 1.5 1.2 2.2 6.3 △ 1.4 △ 2.5 13.1 11.3 0.6 1.1

年 4.7 4.4 4.1 4.9 1.5 △ 1.8 1.0 2.3 6.0 7.2 △ 1.1 △ 0.0 2.4 2.5 △ 1.7 1.6 4.1 7.2 △ 1.1 △ 1.8 10.1 11.3 0.1 △ 1.2

度 2.3 2.1 2.9 2.7 2.5 1.0 0.5 1.0 2.0 5.2 △ 2.0 △ 1.2 0.8 2.2 △ 3.0 1.7 △ 0.7 5.2 △ 2.0 △ 3.7 7.8 9.7 △ 0.3 △ 1.4

3.2 2.9 2.9 3.6 5.9 6.2 0.0 △ 0.3 1.5 6.9 △ 1.1 △ 4.0 4.7 5.0 △ 1.6 1.4 △ 2.2 6.9 △ 1.1 △ 7.5 9.2 11.6 0.5 △ 2.5

3.6 3.3 3.3 4.0 4.6 4.2 0.2 0.2 2.5 7.1 △ 0.9 △ 3.4 4.0 4.9 △ 1.7 0.8 △ 0.9 7.1 △ 0.9 △ 6.7 10.3 11.5 0.4 △ 1.5

5.4 5.1 3.4 5.4 0.9 0.4 0.2 0.3 7.3 8.3 △ 0.7 △ 0.3 3.0 4.0 △ 2.1 1.1 5.0 8.3 △ 0.7 △ 2.4 11.9 11.7 0.4 △ 0.2

△ 1.2 △ 1.5 0.4 △ 1.2 △ 2.7 △ 2.8 1.0 △ 0.9 △ 1.3 △ 0.3 △ 1.7 0.7 0.0 1.9 △ 2.9 1.1 △ 2.3 △ 0.3 △ 1.7 △ 0.3 0.6 1.1 △ 1.0 0.5

4.4 4.2 1.6 4.4 2.4 1.3 △ 1.8 2.9 4.9 4.9 0.4 △ 0.3 4.3 4.2 △ 1.1 1.2 3.9 4.9 0.4 △ 1.3 6.8 6.5 0.3 △ 0.1

1.7 1.6 3.2 1.8 1.4 1.0 △ 1.2 1.6 1.6 1.7 △ 0.8 0.8 1.2 2.1 △ 2.5 1.7 0.3 1.7 △ 0.8 △ 0.5 4.4 3.0 △ 1.0 2.4

注１：医療費総額及び医療給付費総額は社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、食事療養、訪問看護に係るもの）である。

注２：数値には健康保険法第３条２項被保険者に係る分は含まれていない。

注３：入院外の医療費には、調剤分を含む。

令和６年度4月

4年度

2月

3月

5月

11月

9月

7月

6月

4月

1月

12月

11月

9月

12月

10月

8月

5月

10月

8月

7月

6月

2月

3月

4月

12月

10月

5月

1月

11月

9月

8月

6月

4月

3月

1月

8月

7月

6月

3月

4月

30年度

2月

9月

7月

3月

1月

12月

9月

10月

2月

11月

8月

11月

3月

1月

5月

1月

10月

2年度

31年度

3年度

協会けんぽの医療費の動向（ 令和

［加入者計］
調剤

医療給付
費総額

１人当たり
医療費計

医療費
総額

歯科入院外（調剤分を含む）入院 入院外（調剤分以外）

5年度

12月

28年度

29年度

5月

2月

12月

11月

2月

5月

4月

5月

4月

6月

7月

8月

6月

7月

10月

9月
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